
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）の利用の流れ 

 

●要介護認定 

要支援 1・2

の方 

非該当 

の方 

●介護保険の 

申請をして 

いない方 

●一般高齢者 

 
地域包括支援センターが 

介護予防マネジメントを実施 

基本チェックリストを

実施 

「基本チェックリスト」の判定だけ

で迅速な利用が可能に！！ 

基本チェックリストとは、運動機能

や栄養状態を確認したり、認知症

やうつの兆候がないかを調べるた

めの質問票です。 

介護予防サービス 

 

 

 

 

 

 

 

一般介護予防事業 

 

 

 

通いの場など 

通いの場 

 

 

 

 

 

サービス事業 

 

介護予防・生活支援 

 ※従来の介護予防サービス 

介護予防訪問介護,介護予防通

所介護,訪問看護,訪問リハ,住宅

改修,福祉用具貸与･購入等 

 

 

 

 

●訪問型サービス 

（現行の訪問介護相当、専

門職訪問など） 

●通所型サービス 

（現行の通所介護相当、介

護予防教室など） 

●出前講座 

●いきいき百歳体操普及 

 啓発 

●地域介護予防リハビリテ

ーション活動支援事業 

このうち、介護予防訪問介護と

介護予防通所介護は、介護予

防・生活支援サービスに移行し

ます。 

介護予防給付 介護予防・日常生活支援総合事業 

事業対象者 

と判定 


